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Vol.12 No.572 

2013年 6月 6日 

 

ボン気候変動会議: 

2013年6月5日水曜日 

 

午前中と午後、2020年までの野心引き上げのための実際的かつ結果に基づく手法構築に関するワークスト

リーム 2 の ADPラウンドテーブルが開催された。午後、ワークストリーム 1の ADP ラウンドテーブルが

開催され、多様な強化行動について議論したほか、2013-2015年レビューの組織化された専門家ダイアログの

下でのワークショップも開催された。対応措置に関する SBI/SBSTA 合同の会合期間中ワークショップも午前

中に開催され、多数の SBSTA コンタクトグループ及び非公式グループも、一日を通して会合した。 

 

ADP 

ワークストリーム 2 に関する ADP ラウンドテーブル：2020 年までの野心引き上げのための実際的かつ結

果に基づく手法構築： UNEP 排出量ギャップ報告書 2012 年： UNEPの Joseph Alcamo は、尐なくとも 8 Gt 

CO2 換算のプレ 2020年排出量ギャップを埋め、しかも共同便益を得る可能性に焦点を当てた。同代表は、

次の点を指摘した：現在の排出量は 2020年の目標レベルを 10%上回っており、現在のプレッジは、2020年

までに 2°C目標範囲内にとどめるには十分でない。Alcamo 氏は、より野心的なプレッジ、輸送や建築、森

林など特定部門での排出削減ポテンシャルの実現で、ギャップを埋めることは可能であると述べた。 

その後の議論の中で、中国は、附属書 I諸国が 25-40%の削減を達成するなら排出量のギャップは埋められ

るとした自国の分析に焦点を当てた。 

EU は、排出量ギャップ削減にはどの規則を厳格化すれば良いかを特定する提案を求めた。ブラジルは、 途

上国のリーダシップの例として、農業生産と非森林化の乖離を図る自国の努力に言及した。 

累積排出量に関し、Alcamo 氏は、大気への排出量の長期的な影響は、分析の計算に入れられていると報

告し、排出削減を各国の優先策の一部と考える必要があると強調した。現在の規則の厳格化に関し、Alcamo

氏は、第 2 約束期間への余剰排出量単位の繰越及び LULUCF の規則を挙げた。適応に関し、同代表は、次の

両者の間のトレードオフを強調した：締約国は、今、排出量を削減し 2℃の世界に適応するか、それとも排



  
 

Earth Negotiations Bulletin                                                                一般財団法人 地球産業文化研究所 

Bonn Climate Change Conference - June 2013                                                         http://www.gispri.or.jp 

http://www.iisd.ca/climate/sb38/                                                    Tel:+81-3-3663-2500  Fax:+81-3-3663-2301 

2 

出削減を手控え、高い適応コストに直面するか。農業に関し、Alcamo 氏は、肥料の使用に伴う排出量を削

減し、収穫率を保持できる管理方法の重要性を強調した。 

さらに締約国は次の点を議論した：都市化計画の役割；消費パターン転換による緩和ポテンシャル；公共

交通改善の課題；適応に対する排出削減シナリオの影響； 政治指導者および民間部門の参画。 

一般の意見陳述：ナウルは AOSIS の立場で発言し、特定の緩和解決策を展開する技術プロセスを提案した。

同代表は、外部のイニシアティブは本来気候変動に対応するものではなくても、テコ入れ策として重要だと

強調した。EU は、意見が集約している 3 つの分野を紹介した： 新たなプレッジの奨励；既存のプレッジの

野心引き上げ；高い緩和ポテンシャルがある分野での努力規模拡大。同代表は、ワルシャワでの新たなプレ

ッジが「十分な政治認識」を得、全ての締約国が既存のプレッジに批判的な目を向ける用意をしてほしいと

の希望を表明した。 

インドネシアは、国家レベルの行動を推進する機会やコストを理解する必要性、そして行動を締約国間に

どう配分すべきかを理解する必要性を強調した。  

ネパールは LDCs の立場で発言し、国際協力イニシアティブによって中長期の約束が置き換えられるわけ

ではないと警告した。 

インドは、HFCs を UNFCCC の下で議論すべきだとし、低い科学的閾値のものに与えられた特許が競争

を阻害していると警告した。  

南アフリカは、次の点についてさらに議論するよう求めた：化石燃料補助金の段階的解消；技術移転への

支援；地方の発明奨励；女性および若者の参画。 

ワークストリーム 1 に関する ADP ラウンドテーブル：行動の多様性：締約国は協議の中で、透明性、信

頼性、行動支援に焦点を当てた。 

フィリピンは、先進国に対し、非持続的生産や消費パターンから持続可能な生産・消費パターンに転換し、

エネルギー効率の良いインフラを実施する、「長期的な行動」をとるよう求めた。  

チリは、二重計算を避けるため、事前に（2015年合意に対する）プレッジの緩和ポテンシャルを理解し、

緩和プレッジが衡平で平等なベースに立つかどうかを評価する必要があると強調した。 

マリは、国際的なレビューシステムと、推進と執行のための法性を伴う遵守メカニズムがある確固とした

規則ベースの体制を求め、MRV に関し、資金に関する常任委員会と国際的なメカニズムとの協調を提案した。 

比較可能性に関し、EU は、各国とも約束のタイプや範囲、対象となる部門、さらには数量化された約束、

そして使用した指標の基となる想定条件に関し、情報を提供すべきだと述べた。 

信頼性と透明性に関し、メキシコは、改善すべき分野を特定し、規則の効率的かつ透明性のある適用、そ

してそれが目標達成に与える影響可能性との結び付きを明らかにする必要があると強調した。 
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南アフリカは、2015年合意は特に次のようにすべきだと強調した：2020年まで最低でも毎年 1000億米ド

ルという資金目標を取り入れる、国際的に合意された基準に基づくものとする、個別の法的拘束力のある約

束を含める。 

ベネズエラは、持続可能な資源利用に移行する道を探るとの観点からの消費・生産パターンの検討を提案

した。 

オーストラリアは、ニュージーランドとノルウェー、米国、日本の支持を受け、事前と事後の両方での透

明性や信頼性が重要であると強調し、次の必要性を強調した： 締約国の約束の影響予測及び数量化を明確に

する；締約国の努力を追跡するため用いられた手法の理解；影響を追跡し、行動強化から学ぶ。 

スイスは、次の点を述べた：全てのタイプの約束に対する共通算定枠組みが必要である； 経済全体の排出

削減約束の場合、詳細な事前の情報は必要ない可能性がある；透明性及び信頼性は支援の実現と受理の両方

で重要である。 

米国は、透明性が重要であると強調し、締約国が提供する事前情報に、年度やガス、対象となる排出割合、

利用する手法を含めるよう提案した。同代表は、算定ガイダンスは次のものにすべきだと述べた：全ての締

約国に適用する；柔軟である；野心を引き上げる；二重計算を避ける。同代表は、締約国が一定期間にわた

り約束を改善する柔軟かつ永続的なシステム設計を望むと述べた。 

 

SBSTA  

2013 年から 2013 年のレビューに関する組織化された専門家ダイアログの下でのワークショップ：条約の

究極の目的に照らし合わせた長期世界目標の適切性：共同進行役の Zou Ji は、レビューによる ADPへの情

報提供に関する COP 18 の合意を指摘した。同共同進行役は、議論を導くべき疑問点を提起した、この中に

は 2℃目標の適切性を評価するため、組織化された専門家ダイアログで行うべき技術作業が含まれる。 

WMO の Jerry Lengoasa は、UNFCCC が提起する疑問に応えるには、研究者社会の能力に制約がある、

これは気候系及び二酸化炭素の濃度上昇に対する雲や大気循環の反応についての物理学の理解能力に限界が

あるためだと強調した。 

IPCC の Chris Field は、基準または目標を設定するには、排出量とそれに伴う富や平等、インフラ、制度

への影響を考慮する「どのような世界を望むか」と言う概念への対応、そして科学の域を超えた価値観判断

が関わると強調した。 

ハドレー・センター（Hadley Centre）の Jason Lowe は、気候目標の考察に情報を提供できるとして、最

近開発された気候モデルを提出した。 



  
 

Earth Negotiations Bulletin                                                                一般財団法人 地球産業文化研究所 

Bonn Climate Change Conference - June 2013                                                         http://www.gispri.or.jp 

http://www.iisd.ca/climate/sb38/                                                    Tel:+81-3-3663-2500  Fax:+81-3-3663-2301 

4 

AOSIS は、組織化された専門家ダイアログで検討すべき重要問題を提案した、これには次のものが含まれ

る：異なる温暖化レベルの影響及びリスク；異なる二酸化炭素濃度レベルの影響及びリスク；物理系、生態

系、人類のシステムで不可逆的な変化が起きるリスク。同代表は、地球温暖化を 1.5℃を大きく下回るレベル

に制限する必要があると強調した。 

EU は、「影響、排出経路、緩和オプション、コスト」と題する EU の論文に注目するよう求めた。同代表

は、IPCC は気候変動に関し権威ある情報を提供すると述べ、次の点を支持した：締約国提出の疑問に応える

ため、IPCC 専門家と共にワークショップを開催する；IPCC の基準と比較可能な基準を持つ他の情報源を考

慮する。 

スイスは、科学的なインプットを評価する必要があると指摘し、IPCCはそのような評価に最も適した組

織であると強調した。  

その後の議論の中で、参加者は、影響が感じられるところと最も近いレベルでの情報を用いると同時に、

科学的不確実性のため価値判断が必要とされる決定を行う必要があるかどうか、議論した。一部のものは、

経済的社会的観点からみた長期目標の評価に基づき考察し、気候の情報に加え気温上昇の結果についても考

慮することを支持した。 

LTGG 達成に向けた全体的進展状況、これには約束実施の考察も含める：UNFCCC 事務局の Halldór 

Thorgeirsson は、2013-15年のレビュー概要を説明し、情報収集及び取りまとめ作業の最初の一歩に焦点を当

てた。同代表は、締約国提出のデータ、国別報告書、その他のプロセスなど関連決定書で規定された情報源

は情報過剰となる可能性があると指摘した。 

中国は、このレビューは ADP に有用なインプットを与えることを目的とすべきであり、条約の下での約

束実施に関する情報に基づくべきだと強調した。同代表は、重要な疑問点として、附属書 I 締約国の排出動

向、その緩和努力との関係、途上国の適応ニーズを満たす技術的資金的資源の現在及び将来の供与が挙げら

れると付け加えた。 

フィリピンは、レビューにおいて条約の下での約束実施を評価し、緩和と適応の進展を検討し、さらに長

期世界目標の範囲も検討すべきだと強調した。 

ニュージーランドは、IPCC AR5 は気候科学に関し全体論的手法をとっているとし、同等の確実性や客観

性を有しない情報を考慮することに警告した。 

その後の議論において、ある参加者は、さらなる技術作業がどれだけ必要なのか、依然として明確になっ

ていないと強調し、条約の下での作業の重複を避ける必要があると強調した。他のものは、実施手段提供の

適切性を評価する必要性に注目したが、その他のものは、今後のワークショップではより多様な専門家の出

席を求めるよう提案した。他の参加者は、適切性のレビューで NGOsが果たせる重要な役割に注目し、レビ
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ューでは 1.5℃と 2℃のシナリオの分岐点について、その規模や特性を評価し、追加の結論書を作成するよう

提案した。 

コンタクトグループ：多様なアプローチに関する枠組み：多様なアプローチの枠組みに関するコンタクト

グループ会合で、オーストラリアは、国レベルおよび国内小レベルでの排出削減では多様なイニシアティブ

が機会を与えると指摘し、これには適切な制度アレンジを伴う必要があると述べた。米国は、次の目的で締

約国と協力する意思があると表明した： 各アプローチの環境十全性を確保する基準及び手順の確立；正確か

つ一貫性のある記録作成による二重計算の回避及び緩和成果追跡のための規定に関する議論。韓国は EIG の

立場で発言し、キャパシティーや信用構築のための早期パイロットフェーズの可能性を探るよう提案した。 

AOSIS の立場で発言したセントルシア、LDCs の立場で発言したセネガル、そしてインドネシアなどの締

約国は、次の必要性を強調した：最初に枠組みの定義及びその目的の明確化を図る；そしてこの枠組みに含

めるべきアプローチの範囲を定める。 

ニュージーランドは、市場の欠陥で学べた学習事項のレビューを求めた。多数の締約国が、議論の要素を

指摘した、この中には次のものが含まれる：二重計算の回避；追加性と環境十全性の確保；多様なアプロー

チでの野心引き上げの関係明確化；途上国による持続可能な開発を支援する多様なアプローチの機能。 

新しい市場ベース・メカニズム：市場メカニズムの利点に関する締約国の意見は分かれた。他のものは、

新しい市場ベース・メカニズムの適格性基準を議論する必要があると強調した。締約国は、ドーハで特定さ

れた各要素を議論するか、それとも一般枠組みを示すか、今後の進め方について意見が一致しなかった。 

途上国 NAMAs の MRV： Qiang Liu(中国)と Sarah Kuen (ベルギー)が共同議長を務めるコンタクトグル

ープは、午後に会合した。国内支援を受けた途上国締約国の NAMAs に対する MRV ガイドラインについて

の各締約国の見解が議論の中心となった。 

南アフリカは G-77/中国の立場で発言し、ブラジル、LDCs の立場で発言したマラウィ、スワジランド、

その他の支持を受け、ガイドラインは一般的なもの、すなわち簡単で、先進国の MRV より負担が尐ないも

のにすべきであり、計測や報告は他の UNFCCC 決定書の対象とすべきだと述べた。同代表は、途上国の行

動に焦点が当てられていると指摘し、ガイドラインは各国国内のシステム及び能力に基づき構築すべきであ

り、緩和行動の作成と設計に伴う機会コストも認識すべきだと述べた。中国は、ガイドラインの要素として

キャパシティビルディングを提案し、国内システムの多様性を強調した。 

EU は、ガイドラインの要素特定を支持した。ニュージーランドは、GHGインベントリで質の高いデータ

を確保することの価値を指摘し、MRV システムが緩和効果に与える価値を指摘した。シンガポールは、一部

の締約国提出文書はドーハで合意された原則を超えていると指摘した。議論された見解に基づき、ノンペー

パーが作成される。 
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SBSTA/SBI 

正しい移行、十分な作業、質の高い仕事に関する対応措置フォーラム： SBSTA 議長の Muyungi はこの

会合の開会を宣言した。参加者は、各国の多様な国情を認識し、対応措置の影響評価で支えられた政策及び

メカニズムの制度化の必要性について議論した。 

各国のプレゼンテーション：アルゼンチンは G-77/中国の立場で発言し、次のような課題を原因とする途

上国の労働力の脆弱性を紹介した：農業などの部門における気候変動の悪影響；先進国における農業補助金；

基準及び関税；急速な人口増。同代表は、協議プロセスを含める国家主導のプロセスが必要だと強調した。 

EU は、気候変動は高い技能が要求される 雇用創設の機会を提供すると強調し、製造、コミュニケーショ

ン、情報技術での転換など、過去の前例を引用した。同代表は、EUでは不況にも関わらずグリーン経済関連

の雇用が高い成長率を見せていると指摘し、教育や技能開発の重要性を強調した。 

サウジアラビアは、所得や健康、教育に関する社会経済指標を取り入れる必要がある一方で、対応措置の

影響のモデル化も必要だと強調した。さらに同代表は、キャパシティビルディング実施に関するパートナー

シップを指摘した。 

南アフリカは、政府とビジネス界、労働者、地域社会の間で交渉された自国のグリーン経済合意を、労働

面の改革を取り入れる一方でグリーン経済への移行を推進する社会ダイアログの一例として注目した。 

参加者は、ワイン業界に悪影響を与えた南アフリカの経験に照らし合わせ、環境基準の果たす役割につい

て議論し、基準は一部の機会を可能にするとして、バランスのとれたアプローチ採用の必要があることで合

意した。 

組織によるプレゼンテーション：国際労働組合総連合(ITUC)の Philip Pearson は、低炭素経済への移行に

対する市民の懸念に応え、支援する必要があると強調した。同代表は、主要な措置には次のものが含まれる

と付け加えた：研究；経済多角化；社会ダイアログ；グリーンな雇用のための訓練。 

女性の環境と開発機関（Women’s Environment and Development Organization (WEDO)）の Rachel Harris

は、低炭素経済に向けた正しい移行とまともな仕事に性の平等を取り入れやすくする方法に関し、プレゼン

テーションを行い、可能にする状況づくり、多様な利害関係者のプラットフォーム構築に焦点を当てる必要

があると強調した。  

国際労働機関(ILO)の Marek Harsdorff は、特にメキシコの例を挙げ、グリーン経済と転換の影響を受けた

部門の規模に関する評価を示した。同代表は、グリーンな雇用のための技能訓練、そして経済政策及び社会

政策における一貫性の重要性に焦点を当て、次の点を指摘した： 経済のグリーン化による雇用の正味の増加

は可能であり、気候行動は、不平等の削減や社会参加の高まりに貢献できる。 
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その後の議論において、締約国は特に次の点を取り上げた：基準の設定；転換の影響を測定しレビューす

るモデルと方法；先進国の農業補助金の影響；移行を管理する方法。多数の参加者が、特に社会保護措置の

採用、再生可能エネルギーなど雇用を創設し緩和を進める可能性がある部門の更なる発展など、対応措置の

影響を最小限に抑える方法について考察した。 

G-77/中国は、ユニラテラルな措置を議論するワークショップをワルシャワで開催するよう提案したが、

EU と他のものはこれに反対し、この問題はフォーラムの中で既に議論されていると主張した。 

  

廊下にて 

マリチームでは日の光が燦々と差し込み、多数の参加者は SBSTA と ADPでのスムーズな作業を進める霊

感を得たようだ。しかし暖かい光は、午後遅くに SBIプレナリーが開催されたときには消え去っており、議

題書の議論が依然として解決されていないことが正式に確認された。議長の Chruszczow は、ある参加者に

言わせると「明らかに極めて多忙な外交官」であるが、一部の主要な締約国が今は議論する熱意を示してい

ることを喜んでいると説明する一方、依然として意見の違いの橋渡しはできていないと嘆いた。6条ダイア

ログや REDD+など、予定されていたワークショップの一部は開催されるが、NAMAs に関するワークショッ

プなどは、SBI 議題書に正式に含める必要があることから開催できない。一部の参加者は、この行き詰まり

を達観しているようで、ある参加者は、「正しい方向に何歩か進んでいるのをみるだけで幸せ」だと強調し

た、しかし、各国の立場にこれまで以上に深い溝がある中で合意に達するにはどれだけの時間がかかるだろ

うと考えていた。 
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